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市
は
、

年
度
に
「
農
業
振
興

２３

地
域
整
備
計
画
」
の
見
直
し
を
行

い
ま
す
。

年
度
か
ら
５
年
以
内

２４

に
住
宅
な
ど
の
建
設
や
事
業
開
発

な
ど
に
よ
る
「
農
地
転
用
（
農
地

を
農
地
以
外
に
変
え
る
こ
と
）
」

を
予
定
し
て
い
る
人
は
、
「
農
振

除
外
」
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
は
、

「
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す

る
法
律
」
に
基
づ
い
て
市
町
村
が

定
め
る
計
画
で
す
。
こ
の
計
画
は

農
業
の
振
興
を
図
る
べ
き
地
域

（
農
業
振
興
地
域
）
を
明
ら
か
に

し
、
農
地
の
有
効
利
用
と
農
業
の

近
代
化
を
総
合
的
に
進
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

農
業
振
興
地
域
内
で
は
、
農
用

地
と
し
て
利
用
す
る
土
地
の
区
域

を
「
農
用
地
区
域
」
と
し
、
優

良
な
農
地
の
保
全
の
た
め
に
農
業

以
外
の
目
的
で
の
利
用
が
制
限
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
農
用
地
区
域
内
の

土
地
を
農
地
以
外
に
使
用
す
る
と

き
は
、
農
地
転
用
の
許
可
申
請
前

に
、
農
用
地
区
域
か
ら
除
外
す
る

手
続
き
（
農
振
除
外
）
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

■
農
振
除
外
す
る
た
め
の
６
要
件

次
の
６
つ
の
要
件
を
全
て
満
た

す
場
合
に
農
振
除
外
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。


農
用
地
区
域
以
外
に
利
用
で
き

る
土
地
が
な
い
こ
と


農
用
地
の
集
団
化
や
作
業
効
率

化
な
ど
、
農
業
上
の
土
地
利
用

に
支
障
が
な
い
こ
と


安
定
的
な
農
業
経
営
者
に
対
す

る
農
用
地
の
利
用
の
集
積
に
支

障
が
な
い
こ
と


土
地
改
良
施
設
（
用
排
水
路
や

農
道
な
ど
）
機
能
に
支
障
が
生

じ
な
い
こ
と


土
地
改
良
事
業
な
ど
を
行
っ
た

区
域
内
で
は
、
事
業
完
了
後
８

年
以
上
経
過
し
て
い
る
こ
と


申
請
す
る
目
的
の
実
現
が
確
実

な
こ
と

事
業
を
計
画
し
て
い
る
人
は
、

そ
の
土
地
が
農
用
地
区
域
に
指
定

さ
れ
て
い
る
か
問
い
合
わ
せ
の
上
、

農
用
地
区
域
に
該
当
す
る
場
合
は

「
農
振
除
外
」
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
農
用
地
区
域
に
指
定

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
手
続
き
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

■
申
請
期
限

２
月

日


２８

■
提
出
書
類


農
用
地
利
用
計
画
変
更
申
出
書


位
置
図
（
申
請
地
の
位
置
や
付

近
の
状
況
が
分
る
地
図
）


事
業
計
画
の
概
要
が
分
か
る
設

計
書
、
配
置
図
な
ど


公
図
（
申
請
地
の
地
番
や
地
目
、

隣
接
地
の
状
況
な
ど
を
表
示
し

た
図
面
）


位
置
選
定
検
討
表

申
出
書
な
ど
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

提
出
さ
れ
た
申
請
書
を
審
査
し
、

適
切
な
も
の
は
除
外
、
見
直
し
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
転
用
目

的
、
場
所
に
よ
っ
て
は
除
外
で
き

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

原
則
と
し
て
計
画
の
見
直
し
時

期
以
外
は
「
農
振
除
外
」
の
手
続

き
は
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
。
次
回
の
見
直
し
で
あ
る
２８

年
ま
で
は
原
則「
農
振
除
外
」が
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

農
地
の
有
効
利
用
図
る

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画

農業振興地域整備計画見直し
「農振除外」申請は２／２８まで

●申請など詳しくは

市役所農政課農政係（・内線１２７２）

市
は
、

年
度
に
学
童
保
育
ク

２３

ラ
ブ
で
勤
務
す
る
指
導
員
を
募
集

し
ま
す
。

■
募
集
職
種

指
導
員
（
非
常
勤

職
員
）

■
業
務
内
容

学
童
保
育
ク
ラ
ブ

に
通
う
小
学
生
の
見
守
り
、
育
成

■
応
募
資
格

普
通
自
動
車
免
許

を
持
っ
て
い
る
人

■
勤
務
場
所

大
更
、
大
更
第
二
、

東
大
更
、
渋
川
、
田
頭
、
平
笠
の

各
学
童
保
育
ク
ラ
ブ

※
土
曜
日
は
大
更
第
二
学
童
保
育

ク
ラ
ブ
の
勤
務

■
募
集
人
数

人
（
予
定
）

１８

■
勤
務
日

月
曜
日
～
土
曜
日

■
勤
務
時
間

▽
平
日
＝
午
後
１
時
か
ら
午
後
７

時
ま
で

▽
土
曜
日
、
夏
休
み
や
冬
休
み
な

ど
の
長
期
休
業
期
間
＝
午
前
７
時

半
か
ら
午
後
６
時
半
ま
で

※
シ
フ
ト
制
に
よ
る
週

時
間

２８

４５

分
勤
務

■
報
酬
（
日
額
）

５
１
６
０
円

（
別
途
通
勤
手
当
支
給
）

■
応
募
方
法

市
役
所
児
童
福
祉

課
で
配
布
す
る
履
歴
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
市
役
所
児
童
福

祉
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
郵
送
に
よ
る
受
け
付
け
は
行
い

ま
せ
ん
）

■
応
募
期
限

１
月

日


２６

※
書
類
選
考
後
、
面
接
を
行
い
ま

す（
２
月
８
日

～

日

予
定
）。

１０

市内６学童保育クラブ
指導員を募集します

●詳しくは

市役所児童福祉課子育て支援係（・内線１１７２）

農地に住宅を建設する場合、手続きが必要

農
振
除
外
は
手
続
き
必
要

２
月

日
ま
で
に
申
請
を

２８

計
画
見
直
し
５
年
に
１
度
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市
は
、

年
度
の
臨
時
職
員
登

２３

録
者
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
職
種


事
務
補
助
員
＝
事
務
全
般
（
補

助
的
な
も
の
）

労
務
作
業
員
＝

用
務
員
（
施
設
用
務
員
、
学
校
用

務
員
）
、
清
掃
員
、
運
転
手
な

ど

牧
野
監
視
人
＝
市
営
牧
野
の

看
視
、
管
理
な
ど

保
育
士
＝
保

育
所
で
の
保
育

調
理
補
助
員
＝

保
育
所
で
の
調
理
補
助

除
雪
作

業
運
転
手
＝
除
雪
車
両
の
運
転

■
応
募
資
格

４
月
１
日
現
在
、

歳
以
上
で
健
康
な
人
。
次
の
資

１８格
が
あ
る
人
は
、
優
遇
の
対
象
に

な
り
ま
す
（
除
雪
運
転
手
は
資
格

を
持
っ
て
い
る
人
の
み
募
集
）
。

▽
労
務
作
業
員
＝
普
通
自
動
車
免

許
▽
牧
野
看
視
人
＝
大
型
特
殊
免

許
、
家
畜
人
工
授
精
師
▽
保
育
士

＝
保
育
士
免
許
・
幼
稚
園
教
諭
免

許
▽
調
理
補
助
員
＝
調
理
師
免
許

▽
除
雪
作
業
運
転
手
＝
大
型
特
殊

免
許
、
車
両
系
建
設
機
械
技
能
講

習
修
了
（
必
須
）

■
雇
用
期
間

６
カ
月
以
内
（
勤

務
日
、
勤
務
時
間
な
ど
は
募
集
職

種
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）

■
応
募
方
法

市
役
所
総
務
課
、

各
総
合
支
所
地
域
振
興
課
に
あ
る

履
歴
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

市
役
所
総
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

■
応
募
期
限

２
月

日

（
郵

１０

送
の
場
合
、
当
日
消
印
有
効
）

２３年度の市各種臨時職員
登録者を募集します

●詳しくは

市役所総務課行政係（・内線１２１４）

基
本
的
人
権
を
守
り
、
人

権
を
侵
さ
れ
た
人
の
適
切
な

救
済
、
人
権
思
想
の
普
及
啓

発
を
使
命
と
す
る
人
権
擁
護

委
員
の
委
嘱
状
が
１
月
１
日

付
で
、
法
務
大
臣
か
ら
髙
橋

末
治
さ
ん
（
大
久
保
、
再

任
２
期
目
）
と
髙
橋
さ
よ
さ

ん（
中
村
、
再
任
２
期
目
）に

交
付
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は

年

月

日
ま

２５

１２

３１

で
の
３
年
間
。
同
委
員
は
、

皆
さ
ん
の
悩
み
事
や
心
配
事

な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守

ら
れ
ま
す
。
お
気
軽
に
相
談

く
だ
さ
い
。

市
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

意
見
や
提
言
な
ど
を
市
政
に

生
か
す
た
め
に
、
個
別
広
聴

事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
市
長
と
の
フ
リ
ー
ト
ー
ク
】

市
長
と
市
民
の
皆
さ
ん
が
、

直
接
語
り
合
う
「
市
長
と
の

フ
リ
ー
ト
ー
ク
」
。
皆
さ
ん

が
思
い
描
く
市
の
将
来
像
を
、

市
長
と
語
り
合
い
ま
せ
ん
か
。

■
対
象

市
内
で
活
動
す
る

団
体
や
グ
ル
ー
プ
な
ど
（
組

織
化
し
て
い
な
い
グ
ル
ー
プ

可
、
当
日
は
５
人
以
上
で
出

席
し
て
く
だ
さ
い
）
。

■
開
催
時
間

午
前

時
か

１０

ら
午
後
９
時
ま
で
の
う
ち
、

１
開
催
２
時
間
ま
で
。

■
開
催
日
時
・
場
所

申
し

込
み
団
体
と
協
議
し
て
決
定

し
ま
す
（
場
所
は
申
し
込
み

団
体
で
手
配
）
。

■
申
し
込
み
方
法

市
役
所

総
務
課
、
各
総
合
支
所
地
域

振
興
課
に
あ
る
申
込
書
に
記

入
の
上
、
開
催
希
望
日
の
１

カ
月
前
ま
で
に
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

【
わ
た
し
の
提
言
】

市
政
に
対
す
る
市
民
の
皆

さ
ん
の
提
言
な
ど
を
提
言
箱

に
投
書
す
る
「
わ
た
し
の
提

言
」
。
提
言
箱
と
提
言
用
紙

は
、
市
内

施
設
に
設
置
し

３２

て
い
ま
す
（
左
表
の
と
お

り
）
。
寄
せ
ら
れ
た
提
言
は
、

市
長
が
直
接
目
を
通
し
、
希

望
に
応
じ
て
回
答
し
ま
す
。

施 設 名

西根病院１７市役所本庁舎１

安代診療所１８松尾総合支所２

田山診療所１９安代総合支所３

岩手山焼走り国際交流村２０田山支所４

道の駅にしね２１西根地区市民センター５

松尾八幡平ビジターセンター２２大更公民館６

自然休養村なかやま荘２３田頭公民館７

林業センター２４平舘公民館８

綿帽子温泉館あずみの湯２５寺田公民館９

岩手銀行平舘支店２６松尾地区公民館１０

岩手銀行安代支店２７安代地区公民館１１

北日本銀行平舘支店２８畑公民館１２

盛岡信用金庫西根支店２９荒屋公民館１３

ユニバース西根店３０浅沢公民館１４

マックスバリュ西根店３１舘市公民館１５

ホーマック西根店３２松尾歴史民俗資料館１６

■わたしの提言箱設置施設一覧

まちづくりに皆さんの意見
個別広聴事業の活用を

●詳しくは

市役所総務課広報統計係（・内線１２１７）

髙橋末治さん・髙橋さよさん
人権擁護委員に再委嘱

●相談日など詳しくは

市役所市民課戸籍住民係（・内線１１３４）

↑
髙
橋
末
治
さ
ん（
大
久
保
）

↓
髙
橋
さ
よ
さ
ん（
中
村
）


